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栃木県保健福祉部薬務課長加藤治

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令

の公布及び施行並びに薬事関連通知の押印等の取扱いについて（通知）

本県の薬務行政の推進につきまして、 日頃から特段の御理解、御協力をいただき厚く御礼申

し上げます。

このことについて、令和2(2020)年12月25日付け薬生発1225第3号により厚生労働省医薬・

生活衛生局長から別添のとおり通知（以下「局長通知」という。 ）がありました。

つきましては、栃木県では下記のとおり運用しますので、御了知いただくとともに、貴会員

への周知についてよろしくお願いいたします。

、

記

1 薬事関係省令等で求めている押印について

本省令の施行に伴い、薬事関係省令、薬事関連通知及び県規則等により押印等を求めている

手続についてはその押印等を不要とします。また申請等の添付書類への押印等も不要とします。

なお、毒物及び劇物取締法第14条第2項に基づく毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面への

押印並びに麻薬及び向精神薬取締法第32条第1項に基づく譲受証及び譲渡証等、行政への提

出を前提としていない民間業者間等で交わされる書類については、本通知の適用対象ではあり

ませんので御留意ください。

2資格を証する書類の原本照合について

令和2(2020)年4月 17日付け薬号外栃木県保健福祉部薬務課長通知「新型コロナウイル

ス感染症の発生に伴う麻薬・薬事関係業務の手続きの簡素化等について」により、当人以外に

よる原本照合を実施した結果を、資格を証する書類の写しに記載することで、原本照合を省略

することとしたところですが、本省令の趣旨を踏まえ、今後は資格等を証する書類の写しに、
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